
平成 17 年 №15 

国立大学法人東京学芸大学事務組織再編等に伴う関係規程等の整備等に関する 

規程等の一部を改正する規程等 

 

改正理由 

 事務組織再編に伴い，所要の改正を行う。 



 

 

 国立大学法人東京学芸大学事務組織再編等に伴う関係規程の整備等に関する規程

を次のように制定する。 

 

  平成17年３月31日 

                  東京学芸大学長 

                    鷲 山 恭 彦 

 

 

平成17年規程第15号 

   国立大学法人東京学芸大学事務組織再編等に伴う関係規程の整備等に関する 

   規程 

 

 次に掲げる規程の一部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正す

る。 

 

 (1) 東京学芸大学点検評価規程（平成16年規程第17号） 

 (2) 国立大学法人東京学芸大学の保有する個人情報の保護に関する規程（平成17

年規程第７号） 

 (3) 東京学芸大学公開講座規程（平成15年規程第５号） 

 (4) 東京学芸大学動物実験委員会規程（平成５年規程第６号） 

 (5) 東京学芸大学地域連携推進委員会規程（平成16年規程第８号） 

 (6) 学芸大学・ＦＣ東京・小金井市運営協議会規程（平成16年規程第23号） 

 (7) 東京学芸大学教育実践研究推進機構規程（平成16年規程第21号） 

 (8) 東京学芸大学研究倫理規程（平成15年規程第４号） 

 (9) 国立大学法人東京学芸大学職務発明規程（平成16年規程第18号） 

 (10) 東京学芸大学遺伝子組換え実験安全管理規程（平成16年規程第54号） 

 (11) 国立大学法人東京学芸大学共同研究取扱規程（平成16年規程第19号） 

 (12) 国立大学法人東京学芸大学受託研究取扱規程（平成16年規程第20号） 

 (13) 東京学芸大学国際交流推進委員会規程（平成16年規程第７号） 

 (14) 東京学芸大学国際教育センター規程（昭和58年規程第10号） 

 (15) 東京学芸大学学生諸手続等規程（昭和25年10月16日制定） 

 (16) 東京学芸大学短期留学プログラム実施委員会規程（平成14年規程第11号） 

 (17) 東京学芸大学留学生センター規程（平成10年規程第11号） 

 (18) 東京学芸大学国際交流会館規程（平成６年規程第10号） 

 (19) 東京学芸大学国際交流会館運営委員会規程（平成６年規程第11号） 

 



 

 

 国立大学法人東京学芸大学事務組織再編等に伴う関係要項の整備等に関する要項

を次のように制定する。 

 

  平成17年３月31日 

                  東京学芸大学長 

                    鷲 山 恭 彦 

 

   国立大学法人東京学芸大学事務組織再編等に伴う関係要項の整備等に関す 

   る要項 

 

 次に掲げる要項の一部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正す

る。 

 

 (1) 東京学芸大学研究活動点検評価推進委員会要項（平成16年６月３日制定） 

 (2) 東京学芸大学社会貢献活動点検評価推進委員会要項（平成16年６月３日制定） 

 (3) 東京学芸大学国際交流活動点検評価推進委員会要項（平成16年６月３日制定） 

 (4) 東京学芸大学の運営に関する点検評価推進委員会要項（平成16年６月３日制

定） 

 (5) 指定教員養成機関指導委員会要項（平成７年３月３日制定） 

 

 

 

 東京学芸大学短期留学プログラム実施要領の一部を改正する要領を次のように制

定する。 

 

  平成17年３月31日 

                  東京学芸大学長 

                    鷲 山 恭 彦 

 

   東京学芸大学短期留学プログラム実施要領の一部を改正する要領 

 

 東京学芸大学短期留学プログラム実施要領（平成14年５月９日制定）の一部を改

正する要領について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 

 

 

 



東京学芸大学点検評価規程の一部改正について 

改正理由： 事務組織の再編に伴い所要の改正を行うものである。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第２７条 委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て総務部企画課が処理する。 

２ 第11条第１項第１号の推進委員会の庶務は，学務部学務課，同項第２号及び

第３号の推進委員会の庶務は，総務部企画課，同項第４号の推進委員会の庶務

は，学務部国際課，及び同項第５号の推進委員会の庶務は，総務部総務課にお

いてそれぞれ処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成17年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第２７条 委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て総務部企画課が処理する。 

２ 第11条第１項第１号及び第２号の推進委員会の庶務は，学務部学務課，同項

第３号の推進委員会の庶務は，総務部社会連携課，同項第４号の推進委員会の

庶務は，総務部国際交流課，及び同項第５号の推進委員会の庶務は，総務部企

画課においてそれぞれ処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学の保有する個人情報の保護に関する規程の一部改正について 

改正理由： 事務組織の再編に伴い所要の改正を行うものである。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

別表（第５条第１項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成17年４月１日から施行する。 

 

   〔省略〕 

 

別表（第５条第１項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部    局    等 保  護  担  当  者 

事務局 各課長，室長 

総合教育科学系 学系支援課長 

人文社会科学系 学系支援課長 

自然科学系 学系支援課長 

芸術・スポーツ科学系 学系支援課長 

大学院連合学校教育学研究科 大学院課長 

附属図書館 情報管理課長，情報サービス課長 

環境教育施設実践施設 学系支援課長 

教育実践研究支援センター 学系支援課長 

留学生センター 留学生課長 

国際教育センター 国際交流課長 

教員養成カリキュラム開発研究センター 学系支援課長 

保健管理センター 学生サービス課長 

情報処理センター 学系支援課長 

放射性同位元素総合実験施設 学系支援課長 

有害廃棄物処理施設 施設企画課長 

現職教員研修支援センター 大学院課長 

   〔省略〕 

部    局    等 保  護  担  当  者 

事務局 各課長 

総合教育科学系 学系支援課長 

人文社会科学系 学系支援課長 

自然科学系 学系支援課長 

芸術・スポーツ科学系 学系支援課長 

大学院連合学校教育学研究科 大学院課長 

附属図書館 情報管理課長，情報サービス課長 

環境教育施設実践施設 学系支援課長 

教育実践研究支援センター 学系支援課長 

留学生センター 国際課長 

国際教育センター 国際課長 

教員養成カリキュラム開発研究センター 学系支援課長 

保健管理センター 学生サービス課長 

情報処理センター 情報管理課長 

放射性同位元素総合実験施設 学系支援課長 

有害廃棄物処理施設 施設企画課長 

現職教員研修支援センター 大学院課長 

   〔省略〕 



東京学芸大学公開講座規程の一部改正について 

改正理由： 事務組織の再編に伴い所要の改正を行うものである。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

 （事務） 

第２４条 公開講座の実施に関する事務は，関係各課の協力を得て総務部企画課

が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成17年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （事務） 

第２４条 公開講座の実施に関する事務は，関係各課の協力を得て総務部社会連

携課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学動物実験委員会規程の一部改正について 

改正理由： 事務組織の再編に伴い所要の改正を行うものである。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て総務部企画課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成17年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て総務部社会連携課が処理する。

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学地域連携推進委員会規程の一部改正について 

改正理由： 事務組織の再編及び副学長の職務分担の変更に伴い所要の改正を行うものである。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

 （組織） 

第４条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 副学長（教育等担当） 

 (2)～(4) 〔省略〕 

 (5) 研究協力主幹 

 (6)～(8) 〔省略〕 

 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て総務部企画課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成17年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （組織） 

第４条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 副学長（総務等担当） 

 (2)～(4) 〔省略〕 

 (5) 社会連携課長 

 (6)～(8) 〔省略〕 

 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て総務部社会連携課が処理する。

 

   〔省略〕 

 



学芸大学・ＦＣ東京・小金井市運営協議会規程の一部改正について 

 

改正理由： 事務組織の再編及び副学長の職務分担の変更に伴い所要の改正を行うものである。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

 （組織） 

第４条 運営協議会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 副学長（教育等担当） 

 (2)～(5) 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第８条 運営協議会の庶務は，関係部課等の協力を得て総務部企画課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成17年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （組織） 

第４条 運営協議会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 副学長（総務等担当） 

 (2)～(5) 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第８条 運営協議会の庶務は，関係部課等の協力を得て総務部社会連携課が処理

する。 

 

   〔省略〕 

 



東京学芸大学教育実践研究推進機構規程の一部改正について 

改正理由： 事務組織の再編に伴い所要の改正を行うものである。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第６条 機構の庶務は，関係部課の協力を得て総務部企画課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成17年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第６条 機構の庶務は，関係部課の協力を得て総務部社会連携課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学研究倫理規程の一部改正について 

改正理由： 事務組織の再編に伴い所要の改正を行うものである。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

第８条 委員会の庶務は，関係部課の協力を得て，総務部企画課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成17年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

第８条 委員会の庶務は，関係部課の協力を得て，総務部社会連携課が処理する。

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学職務発明規程の一部改正について 

改正理由： 事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （任期等） 

第１６条 前条第１項第４号の委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただ

し，欠員が生じた場合の補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （委員長等） 

第１７条 審査委員会に委員長を置き，副学長（総務等担当）をもって充てる。 

２ 審査委員会に副委員長を置き，第15条第１項第２号及び第４号の委員のうち

から委員長が指名する。 

３ 委員長は，審査委員会を招集し，議長となる。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し委員長に事故あるときは，その職務を代行する。

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第２３条 この規程に基づく事務処理及び審査委員会に関する庶務は，関係部課

等の協力を得て総務部企画課が行う。 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成17年４月１日から施行する。 

 

   〔省略〕 

 

 （組織） 

第１５条 審査委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 副学長（総務等担当） 

 (2) 副学長（研究等担当） 

 (3) 発明届出書を提出した職員等が所属する部局の長（第２条第４号イの職員

等の場合にあっては，当該研究等に関係する部局の長） 

 (4) 審査委員会委員長が指名する者 若干名 

２ 前項第４号の委員は，学外者を妨げない。 

 （任期等） 

第１６条 前条第４号の委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，欠

員が生じた場合の補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （委員長等） 

第１７条 審査委員会に委員長を置き，副学長（総務等担当）をもって充てる。 

２ 審査委員会に副委員長を置き，第15条第２号及び第４号の委員のうちから委

員長が指名する。 

３ 委員長は，審査委員会を招集し，議長となる。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し委員長に事故あるときは，その職務を代行する。

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第２３条 この規程に基づく事務処理及び審査委員会に関する庶務は，関係部課

等の協力を得て総務部社会連携課が行う。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学遺伝子組換え実験安全管理規程の一部改正について 

改正理由： 事務組織の再編に伴い所要の改正を行うものである。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第１１条 安全委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て，総務部企画課が処理

する。 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成17年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第１１条 安全委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て，総務部社会連携課が

処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学共同研究取扱規程の一部改正について 

改正理由： 事務組織の再編に伴い所要の改正を行うものである。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

 （事務） 

第２９条 共同研究の受入事務は，総務部企画課が行う。 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成17年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （事務） 

第２９条 共同研究の受入事務は，総務部社会連携課が行う。 

 

   〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学受託研究取扱規程の一部改正について 

改正理由： 事務組織の再編に伴い所要の改正を行うものである。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

 （事務） 

第１９条 受託研究の受入事務は，総務部企画課が行う。 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成17年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （事務） 

第１９条 受託研究の受入事務は，総務部社会連携課が行う。 

 

 

 



東京学芸大学国際交流推進委員会規程の一部改正について 

改正理由： 事務組織の再編に伴い所要の改正を行うものである。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

 （組織） 

第４条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 副学長（総務等担当） 

 (2) 留学生センター長 

 (3) 各学系の教授会から選出された教員 各２名 

 (4) 留学生センターから推薦された教員 １名 

 (5) 国際課長 

 (6) 国際企画主幹 

 (7) その他学長が必要と認めた者 若干名 

 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第１０条 委員会の庶務は，学務部国際課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成17年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （組織） 

第４条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 副学長（総務等担当） 

 (2) 留学生センター長 

 (3) 各学系の教授会から選出された教員 各２名 

 (4) 留学生センターから推薦された教員 １名 

 (5) 国際交流課長 

 (6) 留学生課長 

 (7) その他学長が必要と認めた者 若干名 

 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第１０条 委員会の庶務は，総務部国際交流課及び学務部留学生課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 

 



東京学芸大学国際教育センター規程の一部改正について 

改正理由： 事務組織の再編に伴い所要の改正を行うものである。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

 （事務） 

第１９条 センターの事務は，学務部国際課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成17年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （事務） 

第１９条 センターの事務は，総務部国際交流課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学学生諸手続等規程の一部改正について 

 

 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

 （海外派遣留学生） 

第１３条の２ 学則第42条により海外派遣留学生の推薦を受けようとする者は，

所定の願書を国際課に提出しなければならない。 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成17年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （海外派遣留学生） 

第１３条の２ 学則第42条により海外派遣留学生の推薦を受けようとする者は，所

定の願書を留学生課に提出しなければならない。 

 

   〔省略〕 

 

 

改正理由： 事務組織の再編に伴い所要の改正を行うものである。 



東京学芸大学短期留学プログラム実施委員会規程の一部改正について 

改正理由： 事務組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第１３条 委員会及び部会の庶務は，関係部課の協力を得て学務部国際課が処理

する。 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成17年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第１３条 委員会及び部会の庶務は，関係部課の協力を得て学務部留学生課が処

理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学留学生センター規程の一部改正について 

改正理由： 事務組織の再編に伴い所要の改正を行うものである。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

 （事務） 

第１４条 センターの事務は，学務部国際課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成17年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （事務） 

第１４条 センターの事務は，留学生課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学国際交流会館規程の一部改正について 

改正理由： 事務組織の再編に伴い所要の改正を行うものである。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

 （事務） 

第２１条 会館の事務は，学務部国際課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成17年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （事務） 

第２１条 会館の事務は，留学生課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学国際交流会館運営委員会規程の一部改正について 

改正理由： 事務組織の再編に伴い所要の改正を行うものである。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は，学務部国際課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成17年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は，留学生課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



 

東京学芸大学研究活動点検評価推進委員会要項の一部改正について 

改正理由： 事務組織の再編に伴い所要の改正を行うものである。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 （組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1)～(10) 〔省略〕 

 (11) 研究協力主幹 

 (12) その他学長が必要と認めた者 若干名 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て総務部企画課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この要項は，平成17年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 （組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1)～(10) 〔省略〕 

 (11) 社会連携課長 

 (12) その他学長が必要と認めた者 若干名 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て総務部社会連携課が処理する。

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学社会貢献活動点検評価推進委員会要項の一部改正について 

改正理由： 事務組織の再編及び副学長の職務分担の変更に伴い所要の改正を

行うものである。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 （組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1)～(5) 〔省略〕 

 (6) 研究協力主幹 

 (7) その他学長が必要と認めた者 若干名 

 

   〔省略〕 

 

 （副学長の出席） 

第７条 副学長（教育等担当）は，委員会に出席し，意見を述べることができる。

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て総務部企画課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この要項は，平成17年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 （組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1)～(5) 〔省略〕 

 (6) 社会連携課長 

 (7) その他学長が必要と認めた者 若干名 

 

   〔省略〕 

 

 （副学長の出席） 

第７条 副学長（総務等担当）は，委員会に出席し，意見を述べることができる。

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て総務部社会連携課が処理する。

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学国際交流活動点検評価推進委員会要項の一部改正について 

改正理由： 事務組織の再編に伴い所要の改正を行うものである。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

 （組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 点検評価委員会委員である教育研究評議会の評議員 １名 

 (2) 国際交流推進委員会委員 ２名  

 (3) 短期留学プログラム実施委員会委員 １名 

 (4) 留学生センターに所属する教員 １名 

 (5) 国際教育センターに所属する教員 １名 

 (6) 国際課長 

 (7) 国際企画主幹 

 (8) その他学長が必要と認めた者 若干名 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て学務部国際課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この要項は，平成17年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 点検評価委員会委員である教育研究評議会の評議員 １名 

 (2) 国際交流推進委員会委員 ２名  

 (3) 短期留学プログラム実施委員会委員 １名 

 (4) 留学生センターに所属する教員 １名 

 (5) 国際教育センターに所属する教員 １名 

 (6) 国際交流課長 

 (7) 留学生課長 

 (8) その他学長が必要と認めた者 若干名 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て総務部国際交流課が処理する。

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学の運営に関する点検評価推進委員会要項の一部改正について 

改正理由： 庶務分担の見直しにより所要の改正を行う。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て総務部総務課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この要項は，平成17年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て総務部企画課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



指定教員養成機関指導委員会要項の一部改正について 

改正理由： 事務組織の再編に伴い所要の改正を行うものである。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第７条 指導委員会の庶務は，総務部企画課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この要項は，平成17年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第７条 指導委員会の庶務は，総務部社会連携課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 



東京学芸大学短期留学プログラム実施要領の一部改正について 

改正理由： 事務組織の再編に伴い所要の改正を行うものである。 

 

改          正 現          行 

 

   〔省略〕 

 

 （事務） 

第１６ 短期留学プログラムの実施に関する事務は，学務部国際課において処理

する。 

 

   〔省略〕 

 

 

   附 則 

 この要領は，平成17年４月１日から施行する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （事務） 

第１６ 短期留学プログラムの実施に関する事務は，学務部留学生課において処理

する。 

 

   〔省略〕 

 

 


